
平成２８年度第２回富田林市都市計画審議会 議事要旨 
 

平成２８年１１月２４日開催 

 

議案（富田林市決定） 

・議第１号 南部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 
都市計画法第８条で定める地域地区の一つである生産緑地地区のうち、生産緑地

法第１０条に基づく買取り申し出があり、平成２７年８月から平成２８年７月まで

に行為制限が解除されたものについて、以下のとおり議決しました。 

 
（変更前）           （変更後） 

面  積：６０．２５ｈａ         ５９．１０ｈａ 
地 区 数：２７４地区           ２７０地区 

 


